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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側周壁と上部操作壁を有し、下面に開口部を有する軟質のボタンと、
　前記ボタンの開口部に装着されたスイッチ基板と、
　前記スイッチ基板上に配されたスイッチと、
　前記ボタンの側周壁に固定されるケースと、を備えたプッシュスイッチであって、
　側壁と上部壁を有する硬質のスイッチカバーが、前記スイッチを覆うように前記ボタン
の内側に対して空間を設けて配され、
　前記スイッチカバーは、前記側壁と前記上部壁の角部が曲面状に形成されており、
　前記ボタンの上部操作壁より内部に突出する押圧部が、前記スイッチカバーの上部壁に
設けた貫通孔に挿入された状態で、前記スイッチの操作部に対面し、
　前記ボタンの押圧部と前記スイッチカバーの貫通孔周壁との横方向の距離は、前記ボタ
ンの側周壁と前記スイッチカバーの側壁との横方向の距離よりも大きいことを特徴とする
プッシュスイッチ。
【請求項２】
　側周壁と上部操作壁を有し、下面に開口部を有する軟質のボタンと、
　前記ボタンの開口部に装着されたスイッチ基板と、
　前記スイッチ基板上に配されたスイッチと、
　前記ボタンの側周壁に固定されるケースと、を備えたプッシュスイッチであって、
　側壁と上部壁を有する硬質のスイッチカバーが、前記スイッチを覆うように前記ボタン



(2) JP 5256066 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

の内側に対して空間を設けて配され、
　前記スイッチカバーは、前記側壁と前記上部壁の角部が曲面状に形成されており、
　前記ボタンの上部操作壁より内部に突出する押圧部が、前記スイッチカバーの上部壁に
設けた貫通孔に挿入された状態で、前記スイッチの操作部に対面し、
　前記ボタンの側周壁の内側には段差部が形成され、
　前記スイッチカバーの側壁の端部から外方に突出する周縁部を有し、
　前記スイッチカバーの周縁部が前記ボタンの段差部と前記基板により挟持されているこ
とを特徴とするプッシュスイッチ。
【請求項３】
　前記ボタンの上部操作壁と前記スイッチカバーの上部壁との距離は、前記ボタンを押圧
して前記スイッチがオンするまでのストロークの距離とほぼ同じに形成されることを特徴
とする請求項１または２に記載のプッシュスイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プッシュスイッチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のプッシュスイッチとして、例えば、防水用のプッシュスイッチをドアハンドルに
設けたものがある（特許文献１）。このプッシュスッチは、車両用のドアロック装置のア
ウトサイドハンドル１０３内に装着され、ユーザがドアロックを作動させ車両用ドアの施
錠もしくは開錠を行う場合に押圧される。
【０００３】
　このプッシュスイッチのボタン１７１はゴム材より成り、ハンドルカバー１０４に嵌着
された操作部１２８と薄肉部１２１と操作部１２８の下方にスイッチ１０７側に突出する
ボス部１６６により形成される。
【０００４】
　このボス部１６６に押圧されるドアスイッチ１０７は、防水性および防湿性を確保する
ためスイッチキャップ１６８が被せられている。このスイッチキャップ１６８は、アウト
サイドハンドル１０３に固定されるスイッチケース１７６の開口の周縁に嵌着され、この
スイッチケース１７６には更にスイッチプレート１７７を嵌着する。
【０００５】
　このプッシュスッチがユーザより押圧されると、ボタン１７１の薄肉部１２１が変形す
ることにより、ボス部１６６が下方に配設されるスイッチキャップ１６８を押圧する。そ
の押圧力によりスイッチキャップ１６８の下方に配設される防水構造のスイッチ１０７の
押圧部１７９を押圧し、スイッチ１０７をオンする。
【０００６】
　その際、ボタン１７１に外力として過大な荷重が入力された場合、ボタン１７１の肉薄
部１２１が変形してボタン１７１の内側の端面１２２がスイッチプレート１７７の端面１
２３と当接する位置までスイッチ側に移動する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－３２７１２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のようなプッシュスイッチは、ボタン１７１が図面上下方向から過大な荷重で押圧
されると、操作部１２８の端面１２２がスイッチプレート１７７の端面１２３に当接し、
押圧荷重がスイッチキャップ１６８の周縁部に向けて作用しスイッチケース１７６の下部
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に伝達され、スイッチケース１７６と当接する本体部１３２の荷重受け部１２６へと逃げ
ていくため、過大な荷重がスイッチ１０７の押圧部１７９に作用することを防ぐことがで
きるとされている。
【０００９】
　しかしながら、上述のようなプッシュスイッチは図面上下方向からだけ押圧されるとは
限らず、あらゆる方向から押圧される可能性があり、例えばボタン１７１が図面斜め横方
向から過大な荷重で押圧された場合には、ボタン１７１の薄肉部１２１が必要以上に伸ば
されたり、ボタン１７１の薄肉部１２１やボス部１６６がスイッチプレート１７７の開口
部分の角部に当たったりし、このような図面斜め横方向からの押圧動作が繰り返されると
ボタンの肉薄部１２１やボス部１６６に亀裂が入り、破損する可能性がある。
【００１０】
　そこで本発明は、いかなる方向から押圧力が加わった場合にも、軟質なボタンの破れを
防ぐことができると共に、過大な荷重がスイッチに加わるのを防ぐことができる信頼性の
高いプッシュスイッチを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成すべく成された本発明の第１のプッシュスイッチは、
　側周壁と上部操作壁を有し、下面に開口部を有する軟質のボタンと、
　前記ボタンの開口部に装着されたスイッチ基板と、
　前記スイッチ基板上に配されたスイッチと、
　前記ボタンの側周壁に固定されるケースと、を備えたプッシュスイッチであって、
　側壁と上部壁を有する硬質のスイッチカバーが、前記スイッチを覆うように前記ボタン
の内側に対して空間を設けて配され、
　前記スイッチカバーは、前記側壁と前記上部壁の角部が曲面状に形成されており、
　前記ボタンの上部操作壁より内部に突出する押圧部が、前記スイッチカバーの上部壁に
設けた貫通孔に挿入された状態で、前記スイッチの操作部に対面し、
　前記ボタンの押圧部と前記スイッチカバーの貫通孔周壁との横方向の距離は、前記ボタ
ンの側周壁と前記スイッチカバーの側壁との横方向の距離よりも大きいことを特徴とする
ものである。
　また、上記の目的を達成すべく成された本発明の第２のプッシュスイッチは、
　側周壁と上部操作壁を有し、下面に開口部を有する軟質のボタンと、
　前記ボタンの開口部に装着されたスイッチ基板と、
　前記スイッチ基板上に配されたスイッチと、
　前記ボタンの側周壁に固定されるケースと、を備えたプッシュスイッチであって、
　側壁と上部壁を有する硬質のスイッチカバーが、前記スイッチを覆うように前記ボタン
の内側に対して空間を設けて配され、
　前記スイッチカバーは、前記側壁と前記上部壁の角部が曲面状に形成されており、
　前記ボタンの上部操作壁より内部に突出する押圧部が、前記スイッチカバーの上部壁に
設けた貫通孔に挿入された状態で、前記スイッチの操作部に対面し、
　前記ボタンの側周壁の内側には段差部が形成され、
　前記スイッチカバーの側壁の端部から外方に突出する周縁部を有し、
　前記スイッチカバーの周縁部が前記ボタンの段差部と前記基板により挟持されているこ
とを特徴とするものである。
【００１２】
　本発明のプッシュスイッチでは、さらなる好ましい特徴として、
「前記ボタンの上部操作壁と前記スイッチカバーの上部壁との距離は、前記ボタンを押圧
して前記スイッチがオンするまでのストロークの距離とほぼ同じに形成されること」、
を含むものである。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、硬質のスイッチカバーがスイッチを覆うように軟質のボタンの内側に
空間を設けて配され、このスイッチカバーの側壁と上部壁の角部が曲面状に形成されてい
るため、ボタンに任意の方向から外力として過大な荷重が加わった場合でも、ボタンの内
側がスイッチカバーの平坦面や曲面状の部分に当接し、ボタンの内側を傷つけることがな
く、軟質なボタンの破れを防ぐことができると共に、ボタンのストローク量がスイッチカ
バーにより確実に規制されるため、過大な荷重がスイッチに加わるのを防ぐことができ、
信頼性の高いプッシュスイッチを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施形態におけるプッシュスイッチの平面図（ａ）および平面図
（ａ）のＦ－Ｆ間の断面図（ｂ）である。
【図２】本発明の図１おけるプッシュスイッチの第１の動作断面図である。
【図３】本発明の図１おけるプッシュスイッチの第２の動作断面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態におけるプッシュスイッチの断面図である。
【図５】本発明の第３の実施形態におけるプッシュスイッチの断面図である。
【図６】従来のプッシュスイッチの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を例示的に説明する。但し、この実施の形態
に記載されている構成部品の材質、形状、その相対配置などは、特に特定的な記載がない
限りはこの発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではない。
【００１６】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の実施形態におけるプッシュスイッチの平面図（ａ）およびその平面図
（ａ）のＦ－Ｆ間の断面図（ｂ）である。図２は、図１おけるプッシュスイッチの第１の
動作断面図である。図３は、図１おけるプッシュスイッチの第２の動作断面図である。
【００１７】
　図１ないし図３において、本実施形態におけるプッシュスイッチ１は、図示しない車両
用ドアハンドル装置に装着される。ユーザがドアロック装置を作動させるときは、車両用
ドアハンドル装置より露出したプッシュスイッチ１のボタン１０を指等により押圧してド
アの施錠もしくは解錠を行うことができるようになっている。
【００１８】
　このプッシュスイッチ１は、ボタン１０と、スイッチ基板２０と、スイッチ３０と、ス
イッチカバー４０と、ケース５０と、ストッパ６０を有する。
【００１９】
　ボタン１０は、ゴム等の弾性を有する軟質樹脂でほぼ同一の肉厚で形成され、略四角形
状の上部操作壁１１と、その周辺に立設された側周壁１２と、上部操作壁１１の略中央に
内部から一体に突出する略円柱状の押圧部１３とを備え、下面に開口部１４を有する。こ
の押圧部１３は、スイッチカバー４０に設けられた後述する貫通孔４１内を移動自在の状
態（図面上下方向）に配置される。
【００２０】
　ボタン１０の側周壁１２の内側には段差部１５が形成され、この段差部１５にはボタン
１０内を気密にする絶縁性のスイッチ基板２０が装着される。
【００２１】
　このスイッチ基板２０上には、ボタン１０内にスイッチ３０が配置される。このスイッ
チ３０は、操作部３１と本体部３２を有する。操作部３１は、本体部３２内から突出し図
面上下方向に移動可能に構成され、本体部３２内の図示しない弾性部材により図面上向き
に支持されている。操作部３１が押圧されるとスイッチ３０がオンされスイッチ基板２０
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に固定された接続端子３３を介して図示しないリード線により外部に信号が伝わる。
【００２２】
　スイッチカバー４０は、硬質樹脂で成形され剛性を有し、スイッチ３０を覆うようにボ
タン１０の内側に対して空間を設けて配される。このスイッチカバー４０は、略四角形状
の上部壁４２と、その周辺に立設された側壁４３と、上部壁４２と側壁４３の角部が曲面
状に形成された外側に凸状の曲面部４４と、側壁４３の端部から外方に突出する周縁部４
５と、上部壁４２の略中央にボタン１０の押圧部１３が移動自在な貫通孔４１とを有する
。この貫通孔４１には、ボタン１０の押圧部１３が挿入された状態で、押圧部１３とスイ
ッチ３０の操作部３１が対面して近設あるいは当接するように配置される。
【００２３】
　スイッチカバー４０は、周縁部４５がボタン１０の段差部１５とスイッチ基板２０によ
り挟持され、ボタン１０内に固定されている。
【００２４】
　このようなスイッチカバー４０の外側とボタン１０の内側には空間が設けられている。
そのため、軟質のボタン１０内に硬質のスイッチカバー４０があっても、外部からボタン
１０を押圧した場合、ボタン１０が弾性変形しながら押圧され（図２及び図３の状態）、
その押圧力が押圧部１３を介してスイッチ３０をオンできるようになっている。
【００２５】
　また、外部からボタン１０の押圧力がなくなると、ボタン１０自身が弾性復元して、ボ
タン１０と操作部３１が初期位置へ戻り（図１の状態）に戻り、スイッチ３０はオフにな
り、以後、繰り返し操作が可能となる。
【００２６】
　ケース５０は樹脂材料で成形され、内側に突出する突起部５１がボタン１０の側周壁１
２に設けられた溝部５２に係合し、外部からボタン１０内に雨等が入ることを防いでいる
。
【００２７】
　ストッパ６０は、ボタン１０内にスイッチ基板２０下面から圧入されて装着される。ス
トッパ６０装着後にはストッパ６０の下面からシーリング剤を塗布して防水性を高めても
よい。
【００２８】
　ケース５０外側にはドアハンドルに取り付ける際の取付孔５３が設けられ、この取付孔
５３を介しボタン１０の上部操作壁１１を露出させながらプッシュスイッチ１がドアハン
ドルに装着され、上部操作壁１１が指等により押圧できる。
【００２９】
　以上のように構成される本例のプッシュスイッチ１は、図面上方向から下方向にボタン
１０を押圧した場合には、図２に示すようにボタン１０自身が弾性変形すると共にボタン
１０の押圧部１３がスイッチカバー４０の貫通孔４１を移動して押圧部１３が操作部３１
を下方へ押し込み、スイッチ３０をオンする。
【００３０】
　この時、ボタン１０に外力として過大な荷重が入力された場合であっても、ボタン１０
の上部操作壁１１の内側が硬質のスイッチカバー４０の平坦な上部壁４２に当接し、ボタ
ン１０の内側を傷つけることがなく、軟質なボタン１０の破れを防ぐことができると共に
、ボタン１０のストローク量がスイッチカバー４０により規制されるため、過大な荷重が
スイッチ３０に加わるのを防ぐことができる。
【００３１】
　一方、ボタン１０に斜め上方から押圧力が加わった場合にも、図３に示すようにボタン
１０自身が弾性変形すると共にボタン１０の押圧部１３がスイッチカバー４０の貫通孔４
１を移動して押圧部１３が操作部３１を下方へ押し込み、スイッチ３０をオンするのは同
様である。
【００３２】
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　この時、ボタン１０に外力として過大な荷重が入力された場合であっても、ボタン１０
の上部操作壁１１や側周壁１２の内側が硬質のスイッチカバー４０の上部壁４２及び側壁
４３の平坦面や曲面部４４に当接し、ボタン１０の内側を傷つけることがなく、軟質なボ
タン１０の破れを防ぐことができると共に、ボタン１０のストローク量がスイッチカバー
４０により規制されるため、過大な荷重がスイッチ３０に加わるのを防ぐことができるの
も同様である。
【００３３】
　また、スイッチカバー４０の略中央に貫通孔４１を設け、この貫通孔４１にボタン１０
の押圧部１３を挿入させてスイッチ３０を押圧するため、スイッチ３０の押圧方向（図面
上下方向）に対し操作感を向上させることができる。
【００３４】
　また、スイッチカバー４０の周縁部４５がボタン１０の段差部１５と基板により挟持さ
れてボタン１０内に固定されるため、簡単な構造でスイッチカバー４０の固定ができる。
【００３５】
　また、本実施形態のプッシュスイッチ１では、ボタン１０の上部操作壁１１とスイッチ
カバー４０の上部壁４２との距離Ａは、ボタン１０を押圧してスイッチ３０がオンするま
でのストロークの距離とほぼ同じに形成されている。このため、ボタン１０を押圧してス
イッチ３０をオンするとほぼ同時にボタン１０の内側がスイッチカバー４０に当接し、必
要以上の荷重がスイッチ３０に加わることなくスイッチを確実に保護できる。それに加え
、硬質のスイッチカバー４０がボタン１０の変形を抑えるストッパーの役割を果たし、軟
質のボタン１０の過変形による破れをより確実に防ぐことができ、耐久性を向上できる。
【００３６】
（第２の実施形態）
　図４は、第２の実施形態にかかるプッシュスイッチの断面図を示す。
　図４において第１の実施形態と同一構成部分には同一符号を付して重複する説明を省略
する。
【００３７】
　本実施形態において第１の実施形態と異なる点は、押圧部１３は貫通孔４１内に移動自
在の状態に配置されるが、ボタン１０に斜め横から押圧力が加わっても押圧部１３が貫通
孔周壁に接触しない貫通孔径にする、という点である。
【００３８】
　具体的には、本実施形態のプッシュスイッチでは、ボタン１０の押圧部１３とスイッチ
カバー４０の貫通孔周壁との横方向の距離Ｂを、ボタン１０の側周壁１２とスイッチカバ
ー４０の側壁４３との横方向の距離Ｃよりも大きくなるように構成されている。
【００３９】
　このため、本実施形態のプッシュスイッチは、第１の実施形態と同様の効果を得られる
と共に、斜め横方向から押圧動作が繰り返されても押圧部１３がスイッチカバー４０の貫
通孔周壁に当たることがなく、スイッチカバー４０に対する押圧部１３の摺動による磨耗
を防ぐことができ、ボタン１０の耐久性が更に向上すると共に、摺動による振動や異音を
防ぐこともできる。
【００４０】
（第３の実施形態）
　図５は、第３の実施形態にかかるプッシュスイッチの断面図を示す。
　図５において第１の実施形態と同一構成部分には同一符号を付して重複する説明を省略
する。
【００４１】
　本実施形態において第１の実施形態と異なる点は、硬質のスイッチカバー４０が、スイ
ッチを覆うようにボタン１０の内側に対して空間を設けて配置されたが、ボタン１０の側
周壁１２の内側がスイッチカバー４０の側壁４３に空間を設けず接して配置される、とい
う点である。
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【００４２】
　このため、本実施形態のプッシュスイッチは、第１の実施形態と同様の効果を得られる
と共に、操作性を良くするためボタン１０の上部操作壁１１や側周壁１２を薄肉にしても
ボタン１０の変形を極力抑えてボタン１０の破れを防ぐことができプッシュスイッチを小
型化できる。
【００４３】
　以上説明したように本発明は、上記の実施例に限定されるものではなく、本発明の主旨
を逸脱しない範囲において適宜変更して実施可能である。
【符号の説明】
【００４４】
１　　　　　プッシュスイッチ
１０　　　　ボタン
１１　　　　上部操作壁
１２　　　　側周壁
１３　　　　押圧部
１４　　　　開口部
１５　　　　段差部
２０　　　　スイッチ基板
３０　　　　スイッチ
３１　　　　操作部
３２　　　　本体部
３３　　　　接続端子
４０　　　　スイッチカバー
４１　　　　貫通孔
４２　　　　上部壁
４３　　　　側壁
４４　　　　曲面部
４５　　　　周縁部
５０　　　　ケース
５１　　　　突起部
５２　　　　溝部
５３　　　　取付孔
６０　　　　ストッパ
１０３　　　　アウトサイドハンドル
１０４　　　　ハンドルカバー
１０７　　　　スイッチ
１２１　　　　薄肉部
１２８　　　　操作部
１２２　　　　端面
１２３　　　　端面
１６６　　　　ボス部
１６８　　　　スイッチキャップ
１７１　　　　ボタン
１７６　　　　スイッチケース
１７７　　　　スイッチプレート
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